
　　(事　務　局)

第１条　　　地区協議会の事務局は地区幹事自治体内に置く。

　　(役　　　員)

第２条　　　地区協議会には次の役員を置く。本会はこの役員の合議により運営する。

　　　　(１)　地区幹事　　　　１名

　　　　(２)　地区委員　　　　８名

　　　　(３)　地区会計　　　　１名(地区幹事自治体)

　　　　(４)　地区会計監事　１名(地区委員が兼務)

　　(役員の選出)

第３条　　　役員の選出は次の各号による。

　　　　(１)　地区幹事は地区委員から選出する。

　　　　(２)　地区委員は各自治体から１名選出する。

　　　　(３)　地区会計監事は地区委員の互選による。

　　(役員の職務)

第４条　　　各委員は次の職務を掌るものとする。

　　　　(１)　地区幹事は地区会務を統括する。

　　　　(２)　地区委員は会の運営及び各自治体の連絡調整を図る。

　　　　(３)　地区会計は会計事務を掌る。

　　　　(４)　地区会計監事は会計を監査する。

　　(地区幹事の任期)

第５条　　　地区幹事の任期は２年とし再任を妨げない。

　　(地区研修会)

第６条　　　地区研修会は年１回開催する。その他必要な場合は地区協議会で決定する。

　　(地区協議会)

第７条　　　地区協議会は必要に応じ地区幹事が召集し開催する。地区協議会は定期協議会及び技術研修会

　　　　　への要望、地区研修計画の策定、その他会運営に必要な事項を審議し決定する。

　　(地区協議会等の旅費)

第８条　　　地区協議会等の旅費は各自治体で負担する。

付則　　　　この会則は平成１０年４月１日より実施する。

付則　　　　この会則は平成１５年５月１日より実施する。

付則　　　　この会則は平成２９年４月１日より実施する。

付則　　　　この会則は令和２年５月１日より実施する。
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